
2020年度の取組予定

１．要配慮者利用施設における避難計画の作成および避難訓練の実施

取組項目 実施時期 取組機関

・対象となる全要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難
訓練の実施を目指し、支援する。 2022.3まで 2市2町

滋賀県
・避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況および施設の位置付
けの見直しについて、毎年協議会の場において進捗状況を確認する。順次実施

2市2町
滋賀県
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取組の流れ 実施機関

①
平成30年度に実施した避難確保計画作成支援の取組において、課題となった事項を整理し、滋賀県
版「要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き」を改正する。

滋賀県

②
モデル施設において、避難訓練を実施する。 近江八幡市

滋賀県

③
市町地域防災計画への位置づけについて、協議会（担当者会議）において情報共有。 2市2町

滋賀県

令和2年6月30日時点

市町名 地域防災計画への位置づけ※１ 対象施設数
避難確保計画

提出状況

近江八幡市 令和2年3月 31※２ 5/31

東近江市 平成30年5月24日 267 106/267

日野町 平成30年3月 2 0/2

竜王町 - 28 2/28

土砂災害警戒情報発表時における
円滑かつ迅速な避難の確保を図る

取組項目 実施時期 取組機関

・毎年協議会の場において、水害危険性および土砂災害の危
険性について情報共有するとともに周知を行う 順次実施 滋賀県

取組の流れ 実施機関

① 土砂災害リスクの高い地区や要配慮者利用施設・避難所の付近にある区域を対象
として、土砂災害警戒区域等の標識設置を順次実施する 滋賀県

４. 土砂災害リスクの現地表示

取組項目 実施時期 取組機関

・新たに判明した土砂災害リスク箇所について基礎調査を完
了し公表する 2020.3まで 滋賀県

取組の流れ 実施機関

①
昨年度基礎調査を完了、公表した241箇所
について、2021年3月までに土砂災害警戒
区域の指定を完了する

滋賀県

３. 土砂災害危険箇所以外の抽出・基礎調査

H30年7月豪雨被災地域における、
土砂災害警戒区域の認識状況アンケート調査

p.１

自宅が土砂災害警戒区域に
含まれると、正しく認識して
いた人は、2割にとどまる

日頃から住民等に認知される箇所に
設置し、認知度を向上

土砂災害警戒区域の現地標識設置イメージ

出典：国土交通省アンケート調査結果

2019年度 基礎調査実施箇所数

市町 調査箇所数
近江八幡市 27

東近江市 86

日野町 99

竜王町 29

合計 241

取組方針p.9

取組方針p.6

取組方針p.8

2021年度中に対象となる全要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成および避難訓練の実
施が目標であり、早期の地域防災計画への位置づけが求められている。

※1:市町防災会議は、要配慮者利用施設でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を
図る必要があると認められるものを市町村地域防災計画において当該洪水浸水想定区域ごとに定
めている。
※2：近江八幡市は浸水0.5ｍ未満かつ土地又は建物の嵩上げ、施設2階の有無、台風・水害の恐れが
ある場合の事業所の臨時的な閉鎖、その他の理由などから、避難確保計画（避難誘導マニュアル）の作
成を急がない施設を設定している。
一方、東近江市、竜王町は浸水がある全施設を対象にしている。

取組項目 実施時期 取組機関
・洪水浸水想定区域図、地先の安全度マップの更新、土砂災害
警戒区域等の指定に合わせて水害・土砂災害ハザードマップ
を更新し公表する

2021.3まで 2市2町

２．水害・土砂災害ハザードマップの改良、周知、活用

洪水浸水想定区域図（琵琶湖、日野川、愛知川、宇曽川）や
地先の安全度マップから、各市町がハザードマップを作成。

取組方針p.9
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p.2
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取組項目 実施時期 取組機関
・１級河川における重要水防個所について、５ヶ年点検計画
を作成し、河川管理者と関係市町が共同点検を実施する 2021.6まで 2市2町

滋賀県
・水防資機材について、河川管理者、水防管理者の保有情報
を共有する 順次実施 2市2町

滋賀県

・協議会の場において、共同点検の実施状況、水防資機材の
状況について確認する 順次実施 2市2町

滋賀県

７．重要水防個所の見直し及び水防資機材の確認

６．水害・土砂災害リスクの高い地区における取組

取組項目 実施時期 取組機関

・特に水害リスクの高い地区では、水害に強い地域づくり
（とどめる対策）の取組を実施する 引き続き実施

近江八幡市
東近江市
竜王町
滋賀県

・特にリスクの高い地区では、水害・土砂災害に強い地域づ
くり（そなえる対策）の取組を実施する 引き続き実施

近江八幡市
東近江市
竜王町
滋賀県

＜重点地区における取組状況と令和2年度取組予定＞
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近江八幡市
下豊浦 R2 R2

水茎 済 済 R2

東近江市

きぬがさ城東 H26 済 済 済 済 済 済 済 済 R2

きぬがさ中洲 H28 済 済 済 済 済 済 済 R2

きぬがさ中央 H28 済 済 済 済 済 済 済 R2

葛巻 H22 済 済 済 済 済 済 R2 R2

竜王町 弓削 H29 済 済 R2 R2 R2 R2

洪水予報河川
(決壊)

参考情報
(決壊)

参考情報
(越水・溢水)

日野川橋

増田橋

浸水想定図作成

リスク情報の啓発・活用

異常洪水時防災操作を要するような洪水時に
円滑かつ迅速な避難の確保を図る

洪水予報河川に指定されていない日野川ダム下流河川において、ダムの施設規
模を上回る洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保等を図るため、想定最大規模降
雨により当該河川が氾濫した場合の浸水想定図を作成する。

５．防災施設の機能に関する情報提供の充実

取組項目 実施時期 取組機関
・異常洪水時防災操作に伴い発生する現象の理解を深めるた
めの啓発を実施する。 順次実施 滋賀県

〇日野川ダム下流河川における浸水想定図の作成

取組方針p.15、p.16

取組方針p.7

取組方針p.11
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実施箇所 位置図

注※ 実施予定であるため、施工延長等は変更となる場合があります

白王地区

詳細設計、地質調査 一式

用地測量、
工事用道路詳細設計 一式

鳴谷川支流

愛東外地区

簡易吹付法枠工 一式
法枠鉄筋挿入工 一式

広谷川

流路護岸工 一式

千手川

予備設計 一式

清水谷

砂防堰堤工 一式

山上町地区

パワーネット工 一式

掘削工 V=60,000m3
護岸工 A=4,000m2
桐原橋橋脚補強工 一式
JR橋梁詳細設計 一式

日野川

近江八幡市古川町他

法枠工 一式

沖島２地区
ブロック積工他 L=160m

愛知川

大同川

ＪＲ影響検討業務委託

東近江市今町

東近江市福堂町

張ブロック工 L=160m

日野川

近江八幡市浄土寺町

近江八幡市東横関町
竜王町西川、弓削

調査、設計委託 一式

日野川

長命寺川

築堤・矢板護岸工 L=180m
排水機場詳細設計 一式

河道掘削 1.0km
分水工 一式

蛇砂川

自歩道橋 N=1
車道橋 N=1
暫定掘削・護岸工 一式

八日市新川

東近江市札の辻他

近江八幡市安土町内野

近江八幡市沖島町

近江八幡市白王町

東近江市上平木町

竜王町小口他

東近江市愛東外町

東近江市愛東外町

東近江市永源寺相谷町

東近江市山上町

近江八幡市白王町、島町

法令手続、用地買収

堂川

近江八幡市島町

８．防災施設の整備等

取組項目 実施時期 取組機関

・「滋賀県河川整備５ヶ年計画（平成31年3月）東近江土木事務
所管内（別紙1）」により河川改修を実施する 引き続き実施 滋賀県

・東近江土木事務所管内維持管理計画に基づく維持管理を実
施する（愛知川、大同川、日野川、八幡川、佐久良川他） 引き続き実施 滋賀県

・破堤した場合に人命、資産に被害をもたらす可能性のある河
川をＴランク河川と位置づけ、堤防強化対策を実施する

引き続き実施 滋賀県

・砂防事業実施箇所位置図（別紙2）のより土砂災害防止施設
の整備を実施する

引き続き実施 滋賀県

新幹線橋脚補強対策
概略設計 一式

河道概略検討 一式

竜王町須恵

張ブロック工 L=140m

祖父川

資料3
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